
助
成
額

　
人
間
ド
ッ
ク
検
査
費
用
の
7
割

※
特
定
健
康
診
査
の
内
容
を
含
む
も

　
の
が
対
象
で
す
。

※
オ
プ
シ
ョ
ン
検
査
分
を
含
め
、

　
５
万
円
が
上
限
で
す
。

※
オ
プ
シ
ョ
ン
に
は
脳
ド
ッ
ク
を
含

み
ま
す
が
オ
プ
シ
ョ
ン
の
み
は
助
成

の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

利
用
条
件

・
35
歳
以
上
で
、
国
保
に
加
入
し
て

　
か
ら
６
カ
月
以
上
経
過
し
て
い
る

・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
し

　
て
い
る

・
同
一
年
度
に
人
間
ド
ッ
ク
助
成
を

　
受
け
て
い
な
い

・
納
期
限
を
迎
え
た
保
険
税
と
保
険

　
料
を
完
納
し
て
い
る

・
令
和
６
年
度
に
町
で
実
施
予
定
の

　
集
団
健
診
や
個
別
検
診
を
受
診
し

　
て
い
な
い
（
受
診
予
定
が
な
い
）

・
検
査
結
果
を
町
に
提
出
し
、
特
定

　
健
診
と
特
定
保
健
指
導
に
利
用
す

　
る
こ
と
に
同
意
す
る

・
検
査
結
果
を
社
会
保
険
診
療
報
酬

　
町
で
は
、
国
民
健
康
保
険･

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る

方
に
人
間
ド
ッ
ク
検
査
費
用
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

国
民
健
康
保
険･

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
加
入
者

人
間
ド
ッ
ク
助
成
制
度
の
お
知
ら
せ

制
度
の
内
容

　
同
一
の
医
療
保
険
の
世
帯
内
で
、

毎
年
8
月
〜
翌
年
7
月
ま
で
の
1
年

間
に
支
払
っ
た
医
療
費
と
介
護
サ
ー

ビ
ス
費
の
自
己
負
担
額
の
合
計
が
一

定
額
を
超
え
た
場
合
、
申
請
に
よ
り

超
過
分
の
金
額
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

申
請
方
法

■
芝
山
町
国
民
健
康
保
険
･
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
の
加
入
者

　
対
象
世
帯
へ
申
請
書
類
を
郵
送
し

ま
す
の
で
、
期
間
内
に
国
保
年
金
係

　
本
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
限
度
額
を
超
え
た
分
の
金
額
が
支
給
さ

れ
、
費
用
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

医
療
保
険
と
介
護
保
険
を
ど
ち
ら
も
利
用
し
て
い
る
方

高
額
医
療･

高
額
介
護
合
算
療
養
費
制
度
の
お
知
ら
せ

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
令
和
4
年
8
月
1
日
〜
令
和
5
年

7
月
31
日
の
間
に
、
加
入
し
て
い

　
る
医
療
保
険
に
変
更
が
あ
っ
た
世

　
帯
は
除
き
ま
す
。

■
そ
の
他
の
医
療
保
険
の
加
入
者

　
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
の
窓
口

へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
の
前
に
福
祉
保
健
課
介
護
保

　
険
係
で
介
護
保
険
分
の
「
自
己
負

　
担
額
証
明
書
」
の
交
付
を
受
け
、

　
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

町
民
税
務
課
国
保
年
金
係
☎
77
‐
３
９
１
２

問

所得区分 自己負担限度額

ア 所得９０１万円超 ２１２万円

イ 所得６００万円超
９０１万円以下 １４１万円

ウ 所得２１０万円超
６００万円以下 ６７万円

エ 所得２１０万円以下
（住民税非課税世帯除く） ６０万円

オ 住民税非課税世帯 ３４万円

所得区分 自己負担限度額
現役並み所得者Ⅲ ２１２万円
現役並み所得者Ⅱ １４１万円
現役並み所得者Ⅰ ６７万円
一般Ⅰ･一般Ⅱ ５６万円
区分Ⅱ ３１万円
区分Ⅱ １９万円

■７０歳未満の自己負担限度額

■７０歳以上の自己負担限度額

※高額療養費 ･高額介護サービス費と
して支給される分は除きます。

町
民
税
務
課
国
保
年
金
係
☎
77
‐
３
９
１
２

問　
支
払
基
金
に
報
告
す
る
こ
と
に
同

　
意
す
る

利
用
方
法

　
人
間
ド
ッ
ク
予
約
後
、
受
診
の
前

日
ま
で
に
国
保
年
金
係
に
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

※
申
請
方
法
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

　
確
認
す
る
か
、
国
保
年
金
係
に
お

　
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
受
診
後
の
申
請
は
助
成
対
象
に
な

　
り
ま
せ
ん
。

必
要
な
も
の

・
保
険
証

・
印
鑑

・
人
間
ド
ッ
ク
の
予
約
内
容
が
分
か

　
る
書
類

注
意
事
項

　
同
一
年
度
内
に
町
の
健
診
と
重
複

し
て
受
診
し

た
場
合
は
、

健
診
費
用
を

全
額
返
金
し

て
い
た
だ
き

ま
す
。

費
用

■
新
規
登
録
と
注
射

1
頭　
６
，
５
０
０
円

■
登
録
済
み
で
注
射

1
頭　
３
，
５
０
０
円

■
新
規
登
録
の
み

1
頭　
３
，
０
０
０
円

集
合
接
種
実
施
日

5
月
９
日
㈭　

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で

　
中
止
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

接
種
会
場
・
時
間

■
高
谷
共
同
利
用
施
設

　
午
前
9
時
〜
9
時
20
分

■
大
台
北
集
会
所

　
午
前
9
時
35
分
〜
9
時
55
分

■
加
茂
集
会
所

　
午
前
10
時
15
分
〜
10
時
25
分

■
菱
田
宿
公
会
堂

　
午
前
10
時
40
分
〜
11
時

■
福
祉
セ
ン
タ
ー「
や
す
ら
ぎ
の
里
」

　
午
前
11
時
20
分
〜
11
時
55
分

■
川
津
場
三
和
公
民
館

　
午
後
1
時
10
分
〜
1
時
25
分

■
牧
野
集
出
荷
所
跡
地

　
午
後
1
時
40
分
〜
2
時

　
犬
の
飼
い
主
は
、
法
律
に
よ
り
毎
年
1
回
（
4
〜
6
月
）
の
狂
犬
病
予

防
注
射
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
必
ず
接
種
し
て
く
だ
さ
い
。

犬
を
飼
っ
て
い
る
方

狂
犬
病
予
防
注
射
の
お
知
ら
せ

■
は
に
わ
台
児
童
公
園

　
午
後
2
時
20
分
〜
2
時
40
分

■
新
井
田
公
民
館

　
午
後
2
時
55
分
〜
3
時
10
分

■
役
場
車
庫
前

　
午
後
3
時
25
分
〜
4
時

動
物
病
院
で
の
接
種

　
集
合
接
種
に
参
加
で
き
な
い
場
合

は
、
必
ず
動
物
病
院
で
接
種
し
「
注

射
済
証
明
書
」
を
環
境
下
水
道
係
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
動
物
病
院
で
の
接
種
料
金
は
、
各

　
病
院
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

注
意
事
項

・
当
日
は
、
町
か
ら
の
通
知
は
が
き

　
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

・
飼
い
犬
の
フ
ン
の
処
理
は
必
ず
行
っ

　
て
く
だ
さ
い
。

・
飼
い
犬
を
固
定
で
き
る
人
が
お
越

　
し
く
だ
さ
い
。

ま
ち
づ
く
り
課
環
境
下
水
道
係
☎
77
‐
３
９
０
８

問

国
民
年
金
保
険
料
額

1
万
６
，
９
８
０
円
（
月
額
）

※
令
和
6
年
4
月
分
〜
令
和
7
年
3

　
月
分
ま
で
の
額
で
す
。

納
付
方
法

・
納
付
書
（
金
融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ

　
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
で
の
納
付
）

・
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
や
イ
ン
タ
ー

　
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
納
付

・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
を
利
用

　
し
た
納
付

・
口
座
振
替
に
よ
る
納
付

※
出
納
室
で
は
納
付
で
き
ま
せ
ん
。

納
付
期
限

　
納
付
対
象
月
の
翌
月
末
日

注
意
事
項

・
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
保
険
料

　
が
免
除
ま
た
は
猶
予
さ
れ
る
制
度

　
が
あ
り
ま
す
の
で
、
国
保
年
金
係

　
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

・
納
付
に
つ
い
て
の
詳
し
い
内
容
は
、

　
千
葉
年
金
事
務
所

　
（
☎
 
０
４
３-

２
４
２-

６
３
２
０
）に

　
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
あ
る
と
、
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
が

受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
る
た
め
、
必
ず
期
限
ま
で
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
る
方

国
民
年
金
保
険
料
は
納
付
期
限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う

町
民
税
務
課
国
保
年
金
係
☎
77
‐
３
９
１
２

問

ス
マ
ホ
ア
プ
リ
納
付
に
つ
い
て

　
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
で
納
付
す

る
に
は
、納
付
書
と
対
応
す
る
決
済

ア
プ
リ
が
必
要
で
す
。「
領
収（
納
付

受
託
）済
通
知
書
」（
納
付
書
）の
バ
ー

コ
ー
ド
を
、決
済
ア
プ
リ
で
読
み
取
る

こ
と
で
電
子
決
済
で
き
ま
す
。

対
象
決
済
ア
プ
リ

※
バ
ー
コ
ー
ド
が
印
字
さ
れ
な
い
納

　
付
書
（
30
万
円
を
超
え
る
金
額
の

　
納
付
書
な
ど
）
に
つ
い
て
は
利
用

　
で
き
ま
せ
ん
。

※
各
決
済
ア
プ
リ
の
使
用
方
法
に
つ

　
い
て
は
、
ご
利
用
の
決
済
事
業
者

　
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

PayB

d 払い PayPay

楽天ペイ LINEPay

auPAY

17 2024. ４月号 16広報しばやま 

TOWN INFORMATION 町からのお知らせ

TOWN INFORMATION 町からのお知らせ


